
川崎市中原区選挙管理委員会告示第１２号 

 

 令和８年２月８日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙及び衆議院比例代表選出

議員選挙における川崎市中原区開票区の開票の場所及び日時を、公職選挙法（昭和

２５年法律第１００号）第６３条及び第６５条の規定により、次のとおり定めまし

た。 

 

令和８年１月２７日 

川崎市中原区選挙管理委員会       

委員長  白 井  精 一       

 

 

 

 

１ 場 所   川崎市中原区等々力１番３号 

 東急ドレッセとどろきアリーナ サブアリーナ 

 

２ 日 時   令和８年２月８日 午後９時００分 

 

 

 

 

 


